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農地転用許可申請書添付書類（農地法第４条・５条）
諏訪市農業委員会事務局
· 申請場所や内容によっては、ほかの書類を求める場合があります。
　１．許可申請書　　　正副各１部
　　　・申請事由については詳細に記入願います。
・副本（1部）の土地登記簿謄本等、各種添付書類についてはコピー可
　２．添付書類
　　①全部事項証明書（土地登記簿謄本）
※インターネット登記情報提供サービスのものも可
　　　　　 ・土地所有者の氏名、住所が申請書の記載内容と異なる場合、住民票、戸籍謄本等
　　　　　　相続関係等の分かる書類の添付
　②抵当権・仮登記等権利者の同意書
　　　・抵当権、仮登記等が附されている場合は、その権利者の同意書
（同意書の真意を確認する必要がある場合のみ印鑑証明書）
③公図写
※インターネット登記情報提供サービスのものも可
　　　・隣接地を含め所有者・地目・面積等を記入、道路を赤、水路は青に色分け
④申請地の位置図
・転用候補地の位置及び附近の状況を表示する図面（1/50,000～1/10,000）
⑤申請地の案内図
　　　・住宅地図等の写しに申請地がわかるよう色付けしたもの
⑥建設予定建物設計図・施設の配置図
　　　　　　・建設予定建物・施設の配置図及びこれらの施設を利用するために必要な道路、
　　　　　　　用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面。（建物の面積、位置及び
　　　　　　　施設間の距離の表示　1/500～１/2,000）（建築確認申請と同等の図面）　　　
　⑦土地利用図
・駐車場、資材置場等の場合は土地の利用内容を示した図面
　　　・駐車場等の貸施設は利用者名簿
　　⑧住民票
　　　・申請人が市外在住の場合
　　⑨事業計画書
　　　・個人住宅は添付不要、申請書に記入してください。
　　⑩資金計画書
　　　・資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを
　　　　確認できる書面（資金計画書の裏付けとなる融資証明、預金残高証明等を添付）
⑪工事工程表
　　　・事業計画面積が5,000㎡以上のもの（その他は申請書に記載で可

⑫関係法令の許認可に係る申請書の写し等
　　　・都市計画法による開発行為（3,000㎡以上）
　　　・転用目的が墓地の場合、墓地経営許可書
　　　・森林法、砂利採取法、大店舗法等、その他関係法令
　　⑬水利権者等の同意書等
　　　・土地改良区等に該当する場合は、その意見書。
　　　・転用目的が取水又は排水を伴う申請で、水利権者がいる場合は、その権利者の同
意書。
　　　・上記に申請内容があたらない場合は、申請地地元区長に事前説明をお願いします。（同意書は不要。申請書に何月何日説明済み等、記載してください。）
　　　※諏訪平土地改良区、小和田牧野管理組合、神宮寺農地管理組合については、
　　　　それぞれ意見書・同意書等の様式があります。申請地に該当する場合、
　　　　関係機関にお問合わせの上、意見書・同意書の交付を申請してください。
　　⑭法人の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明 のいずれか
　　　・権利を取得しようとする者（買う者、借りる者）が法人である場合
　　⑮宅地建物取引業者の免許証の写し
　　　・転用目的が建売住宅及び宅地造成の場合
　　⑯過去における事業概要
　　　・建売住宅の場合、過去の実績を記載した書類を添付
　　⑰行政書士の申請代理人選任書
　　　・行政書士に依頼する場合
　　⑱地元農業委員の申請地及び申請書類確認書
　　　・副本に添付
・地元農業委員に関係資料を付して、現地確認を依頼してください。
　　　（都合により時間のかかる場合もありますので早めに依頼してください。）
　　　

◎注意事項
　●申請書の締め切りは毎月１０日です。（１０日が休みの場合はその前日となります。）
　●完成した書類でないと受け付けられません。
　●申請資格のない方の書類提出はできません。（申請資格は本人・行政書士にあります。）
　●許可後にトラブルが起きないよう、隣接農地耕作者に十分な協議をお願いします。
　　隣接農地耕作者の同意については申請書に何月何日協議済み等、記載してください。
　●農地の転用面積は、転用内容に応じて必要最低限としてください。ただし、申請地が不整形、又は残地が農地として有効利用できない場合は除きます。
　●次のものは、真にやむを得ない理由がない限り、転用申請はできません。
　　・別荘。　　　　　・５条転用による山林。　　　　　・貸資材置場、貸通路。
　●宅地造成（宅地分譲）のみの転用申請は、都市計画法による用途地域内に限ります。
　●建売住宅で許可を受けた場合、宅地造成のみでは転用完了とは認められません。









